
 
 

岐 阜 県 看 護 師 特 定 行 為 研 修 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱  
 
 

                                  平 成 ２ ９ 年 ８ 月 ３ １ 日 制 定  

一 部 改 正  医 福 第 ３ ３ ５ 号  

令 和  元 年 ７ 月 ２ ９ 日    

              令 和  ３ 年 ４ 月  １ 日 改 正  

令 和  ５ 年 ５ 月 １ ２ 日 改 正  

 
  （ 総 則 ）  
第 １ 条   県 は 、 在 宅 医 療 等 の 推 進 及 び 医 師 の 業 務 負 担 軽 減 に 向 け た 取 組 を

促 進 す る た め 、 指 定 訪 問 看 護 事 業 を 行 う 事 業 所 の 開 設 者 等 が 行 う 保 健 師

助 産 師 看 護 師 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 ２ ０ ３ 号 ） 第 37条 の ２ 第 ２ 項 第 ４ 号

に 規 定 す る 特 定 行 為 研 修 （ 以 下 「 特 定 行 為 研 修 」 と い う 。 ） を 受 講 す る

看 護 職 員 （ 以 下 「 受 講 者 」 と い う 。 ） を 支 援 す る 事 業 に 要 す る 経 費 に 対

し 、予 算 の 範 囲 内 で 、補 助 金 を 交 付 す る も の と し 、そ の 交 付 に 関 し て は 、

岐 阜 県 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ７ 年 岐 阜 県 規 則 第 ８ 号 。 以 下 「 規 則 」

と い う 。）及 び 地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 管 理 運 営 要 領 (平 成 ２ ６ 年 ９ 月

１ ２ 日 付 け 医 政 発 ０ ９ １ ２ 第 ５ 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 長 、 老 発 ０ ９ １ ２ 第

１ 号 厚 生 労 働 省 老 健 局 長 及 び 保 発 ０ ９ １ ２ 第 ２ 号 厚 生 労 働 省 保 健 局 長 通

知 )に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

 （ 補 助 事 業 者 ）  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者（ 以 下「 補 助 事 業 者 」と い う 。）は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 全 て の 事 由 を 満 た し て い る も の と す る 。  

(1 )  指 定 訪 問 看 護 事 業 （ 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 123号 ） 第 41条 第

１ 項 本 文 の 指 定 に 係 る 同 法 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 居 宅 サ ー ビ ス 事

業 （ 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 訪 問 看 護 を 行 う 事 業 に 限 る 。 ） を い う 。 ）

を 行 う 事 業 所（ 同 法 第 71条 の 規 定 に よ り 開 設 者 が 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事

業 者 と み な さ れ た 病 院 及 び 診 療 所 を 除 く 。 ）又 は 同 法 第 ８ 条 第 25項 に

規 定 す る 介 護 保 険 施 設 の 開 設 者 で あ る こ と 。  

(2) 受 講 者 を 雇 用 し て い る こ と 、又 は 前 号 に 規 定 す る 事 業 所 若 し く は 介

護 保 険 施 設 に 、看 護 職 員 と し て 就 業 が 内 定 し て い る 者 若 し く は 同 一 法

人 に お け る 異 動 等 に よ り 勤 務 す る 予 定 の 者 で あ っ て 、特 定 行 為 研 修 の

受 講 を 希 望 す る も の （ 以 下 「 受 講 希 望 者 」 と い う 。 ） が い る こ と 。  

 

 （ 欠 格 事 由 ）  

第 ３ 条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 者 は 、 補 助 事 業 者 と な る こ

と が で き な い 。  

 (1) 暴 力 団（ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ３

年 法 律 第 ７ ７ 号 。 次 号 に お い て 「 暴 対 法 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に

規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

 (2) 暴 力 団 員（ 暴 対 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。以 下 同

じ 。 ）  

 (3) 役 員 等（ 法 人 に あ っ て は 役 員 及 び 使 用 人（ 支 配 人 、本 店 長 、支 店 長

そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 営 業 所 の 業 務 を 統

括 す る 者 （ 営 業 所 の 業 務 を 統 括 す る 権 限 を 代 行 し 得 る 地 位 に あ る 者 を

含 む 。）を い う 。以 下 同 じ 。）を 、法 人 以 外 の 団 体 に あ っ て は 代 表 者 、

理 事 そ の 他 法 人 に お け る 役 員 及 び 使 用 人 と 同 等 の 責 任 を 有 す る 者 を 、

個 人 に あ っ て は そ の 者 及 び そ の 使 用 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 暴 力 団

員 で あ る な ど 、 暴 力 団 が そ の 経 営 又 は 運 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 個



 
 

人 又 は 法 人 そ の 他 の 団 体 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 法 人 等 」 と い う 。 ）  

 ( 4 )  役 員 等 が 、暴 力 団 員 で あ る こ と を 知 り な が ら こ れ を 使 用 し 、又 は 雇

用 し て い る 個 人 又 は 法 人 等  

 (5) 役 員 等 が 、そ の 属 す る 法 人 等 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を 図 る 目

的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等（ 暴

力 団 員 又 は 暴 力 団 員 で な く な っ た 日 か ら ５ 年 を 経 過 し な い 者 を い う 。）

を 利 用 し て い る 個 人 又 は 法 人 等  

 (6) 役 員 等 が 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 に 対 し て 資 金 等 を 提 供 し 、又 は 便

宜 を 供 与 す る な ど 、 直 接 的 又 は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 運 営 に 協 力 し 、

又 は 関 与 し て い る 個 人 又 は 法 人 等  

 (7) 役 員 等 が 、そ の 理 由 を 問 わ ず 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非

難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て い る 個 人 又 は 法 人 等  

 (8) 役 員 等 が 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 が そ の 経 営 又 は 運 営 に 実 質 的 に 関 与

し て い る 者 で あ る こ と を 知 り な が ら 、 下 請 契 約 、 業 務 の 再 委 託 契 約 、

資 材 等 の 購 入 契 約 等 を 締 結 し 、 こ れ を 利 用 し て い る 個 人 又 は 法 人 等  

  
  （ 補 助 対 象 事 業 ）  
第 ４ 条   補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業（ 以 下「 補 助 対 象 事 業 」と い う 。）

は 、 特 定 行 為 研 修 の 受 講 の 支 援 と し て 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

 (1) 受 講 者（ 受 講 希 望 者 を 含 む 。）に 代 わ っ て 指 定 研 修 機 関 に 対 し て 受

講 に 係 る 経 費 の 全 部 又 は 一 部 を 支 出 す る こ と 。  
 ( 2 )  受 講 者 の 代 替 と し て 新 た に 看 護 職 員 又 は 看 護 補 助 者（ 以 下「 代 替 職

員 」 と い う 。 ） を 雇 用 す る こ と 。  

 (3) 受 講 者 の 代 替 職 員 を 雇 用 せ ず 、既 存 の 看 護 職 員 又 は 看 護 補 助 者（ 以

下 「 代 行 職 員 」 と い う 。 ） が 受 講 者 の 業 務 を 代 行 す る こ と （ 当 該 受 講

者 の 業 務 を 補 佐 す る た め 同 一 法 人 に お い て 異 動 等 に よ り 配 置 換 え を し

た 看 護 職 員 を 含 む 。 ） 。  

 

(補 助 対 象 経 費 ) 

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費（ 以 下「 補 助 対 象 経 費 」と い う 。）

及 び 補 助 金 の 額 は 、 次 の 表 の と お り と す る 。  

事業区分 補 助 対 象 経 費  補 助 金 の 額  

受講経費 
の支出 

支 出 し た 申 請 年 度 の 受 講 に 係

る 入 学 金 、 受 講 料 及 び 実 習 費  
  

総 事 業 費 か ら 寄 附 金 そ

の 他 の 収 入 額 を 控 除 し た

額 と 補 助 対 象 経 費 の 実 支

出 額 と を 比 較 し て 少 な い

方 の 額 に ２ 分 の １ を 乗 じ

て 得 た 額（ １ ，０ ０ ０ 円 未

満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、

こ れ を 切 り 捨 て た 額 ）と 基

準 額（ ４ ３ ４ 千 円 に 受 講 者

数 （ 受 講 希 望 者 数 を 含 む ）

を 乗 じ て 得 た 額 ）と を 比 較

し て 少 な い 方 の 額  
 
 



 
 

代替職員 
の雇用 

代 替 職 員 の 人 件 費 （ 受 講 者 １

人 分 の 業 務 量 に 相 当 す る 代 替 職

員 に 係 る 給 与 、 賃 金 、 手 当 及 び

法 定 福 利 費 に 限 る 。 ）  
 

総事業費から寄附金その他の

収入額を控除した額と補助対象

経費の実支出額とを比較して少

ない方の額に２分の１を乗じて

得た額（１，０００円未満の端

数が生じた場合は、これを切り

捨てた額）と基準額（５９４千

円に代替職員数を乗じて得た

額）とを比較して少ない方の額  

代行職員

の人件費  

 代 行 職 員 の 人 件 費 ※ （ 給 与 、

賃 金 及 び 手 当 に 限 る 。 ）  
 
※ 代 行 職 員 の 時 間 給 に 共 通 科 目

及 び 区 分 別 科 目 の 合 計 時 間 数

（ 知 事 が 別 に 定 め る も の に 限

る 。 ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

総事業費から寄附金その他の

収入額を控除した額と補助対象

経費の実支出額とを比較して少

ない方の額に２分の１を乗じて

得た額（１，０００円未満の端

数が生じた場合は、これを切り

捨てた額）と基準額（２２０千

円に受講者数を乗じて得た額）

とを比較して少ない方の額  
   

（ 補 助 金 の 交 付 の 申 請 ）  
第 ６ 条   補 助 金 交 付 申 請 書 の 様 式 は 、 別 記 第 １ 号 様 式 の と お り と す る 。  

２  補 助 金 交 付 申 請 書 に は 、 別 記 第 １ 号 様 式 に お い て 定 め る 書 類 を 添 付 し

な け れ ば な ら な い 。  

３  補 助 金 交 付 申 請 書 の 提 出 期 限 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。  

 
  （ 補 助 金 の 交 付 の 条 件 ）  
第 ７ 条   補 助 金 の 交 付 の 決 定 を す る 場 合 に 付 け る 条 件 は 、 次 に 掲 げ る と お

り と す る 。  

( 1 )  補 助 対 象 事 業 に 要 す る 経 費 の 配 分 を 変 更 す る 場 合 及 び 補 助 対 象 事

業 の 内 容 の 変 更 を す る 場 合 は 、 あ ら か じ め 知 事 の 承 認 を 受 け る こ と 。

た だ し 、 当 該 変 更 に 伴 い 、補 助 金 の 額 の 変 更 が な い 場 合 又 は 補 助 金 の

額 の 変 更 が ２ ０ ％ 未 満 の 減 額 で あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

(2)  補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受

けること。 

(3) 補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその旨を知

事に報告し、その指示を受けること。 

(4) 補 助 対 象 事 業 の 完 了 後 に 、消 費 税 及 び 地 方 消 費 税（ 以 下「 消 費 税 等 」

と い う 。 ）の 申 告 に よ り 補 助 金 に 係 る 消 費 税 等 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 が

確 定 し た 場 合 は 、そ の 確 定 額 に 相 当 す る 額 を 速 や か に 知 事 に 報 告 す る

こ と 。  

(5) 前 号 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た 場 合 は 、 当 該 仕 入 控 除 税 額 に 相 当 す

る 金 額 の 全 部 又 は 一 部 を 県 に 納 付 さ せ る こ と が あ る こ と 。  
２ 前項第 １ 号 及 び 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 知 事 の 承 認 を 受 け よ う と す る 場 合

並 び に 前 項 第 ４ 号 の 規 定 に よ り 知 事 に 報 告 す る 場 合 の 報 告 書 の 様 式 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。 

 (1) 前 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る 経 費 の 配 分 の 変 更 の 場 合  事 業 経 費 の 配 分

変 更 承 認 申 請 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ）  
  (2)  前 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る 内 容 の 変 更 の 場 合  事 業 内 容 変 更 承 認 申 請

書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ）  
  (3)  前 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 事 業 の 中 止 又 は 廃 止 の 場 合  事 業 中 止 （ 廃



 
 

止 ） 承 認 申 請 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ）  

 (4) 前 項 第 ４ 号 の 規 定 に よ る 報 告 の 場 合  消 費 税 等 仕 入 控 除 税 額 報 告 書

（ 別 記 第 ５ 号 様 式 ）  
 

  （ 申 請 の 取 下 げ ）  
第 ８ 条   規 則 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 交 付 申 請 の 取 下 げ が で き る 期 間 は 、

補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 日 か ら １ ０ 日 以 内 と す る 。  
 
  （ 実 績 報 告 ）  
第 ９ 条   実 績 報 告 書 の 様 式 は 、 別 記 第 ６ 号 様 式 の と お り と す る 。  

２  実 績 報 告 書 に は 、 別 記 第 ６ 号 様 式 に お い て 定 め る 書 類 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。  
３  実 績 報 告 書 の 提 出 期 限 は 、 補 助 対 象 事 業 の 完 了 の 日 （ 廃 止 の 承 認 を 受

け た 場 合 は 、 当 該 承 認 を 受 け た 日 。 以 下 同 じ 。 ） か ら 起 算 し て ３ ０ 日 を

経 過 し た 日 又 は 補 助 対 象 事 業 の 完 了 の 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 ５

日 の い ず れ か 早 い 日 と す る 。  
 
  （ 補 助 金 の 交 付 時 期 等 ）  
第 １ ０ 条   この補 助 金 は 、 規 則 第 １ ４ 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 額 の 確 定 後

に お い て 交 付 す る 。 た だ し 、 知 事 が 事 業 の 遂 行 上 必 要 と 認 め る と き は 、

概 算 払 に よ り 交 付 す る こ と が で き る 。  

２  補 助 事 業 者 は 、 別 に 知 事 が 指 定 す る と こ ろ に よ り 、 別 記 第 ７ 号 様 式 に

よ る 補 助 金 交 付 請 求 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（暴力団の排除） 

第１１条 規則第４条の申請があった場合において、当該申請をした者が第３条の

規定に該当するときは、知事は、その者に対して、補助金の交付をしないものと

する。 

２ 知事は、規則第５条の規定による交付の決定をした後において、当該交付の決

定を受けた者が第３条の規定に該当することが明らかになったときは、規則第１

７条第１項の規定により、補助金の交付の決定を取り消すものとする。 

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、知事は、規則第１

８条第１項の規定により補助金の返還を命ずるものとする。 

 
  （ 書 類 、 帳 簿 等 の 保 存 期 間 ）  
第 １ ２ 条   規 則 第 ２ ２ 条 の 知 事 の 定 め る 期 間 は 、 補 助 対 象 事 業 の 完 了 の 日

の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 以 後 ５ 年 間 と す る 。  
 

附   則  
  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附   則  
  こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附   則  
  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

 

 
 



 
 

 

別 記  

第 １ 号 様 式 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 

第    号  

                                                     年  月  日  

 

 

  岐阜県知事 様 

 

 

                                 住 所 

 

                                 法人名及び事業所等の名称 

 

 

                                 代表者氏名（設置者）              

 

 

 

 

 

    年度岐阜県看護師特定行為研修支援事業費補助金交付申請書 

 

 

   標記について、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

  １ 補助申請額    金                         円 

 

  ２  事業計画書 （別紙１－（１）、別紙１－（２）、別紙１－（３）、別紙１－（４）） 

 

  ３  歳入歳出予算書（又は見込書）抄本 

 

４ 特定行為研修受講者の履歴書及び在職証明書 

 

５ 特定行為研修の受講内容が確認できるもの（受講決定通知書の写し等） 

 

６ 代替職員の雇用が確認できるもの（雇用決定通知書の写し等） 

 

７ その他参考となる書類（該当がある場合のみ添付） 

 
 
 
 



 
 

第２号様式（第７条関係）  
 
                                                                第    号  
                                                            年  月      日  
 
 
  岐阜県知事 様  
 
 
                                住 所 

 

                                  法人名及び事業所等の名称 

 

 

                                  代表者氏名（設置者）              

 
 
 
 

事業経費配分変更承認申請書  
 
 
      年  月  日付け    第    号で交付決定のあった岐阜県看護師特

定行為研修支援事業費補助金に係る事業の経費の配分を下記のとおり変更したいので、岐

阜県補助金等交付規則第６条第１号の承認を申請します。  
 
 

記 
 
 
１ 変更の内容  
 
 
 
２ 変更の理由  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

第３号様式（第７条関係）  
 
                                                                第    号  
                                                            年  月      日  
 
 
  岐阜県知事 様  
 
 
                                住 所 

 

                                  法人名及び事業所等の名称 

 

 

                                  代表者氏名（設置者）              

 
 
 
 

事業内容変更承認申請書 
 
 
      年  月  日付け    第    号で交付決定のあった岐阜県看護師特

定行為研修支援事業費補助金について、下記のとおり事業の内容を変更したいので、岐阜

県補助金等交付規則第６条第２号の承認を申請します。  
 
 

記 
 
 
１ 変更の内容  
 
 
 
２ 変更の理由  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

第４号様式（第７条関係）  
 
                                                                第    号  
                                                            年  月      日  
 
 
  岐阜県知事 様  
 
 
                                住 所 

  

                                  法人名及び事業所等の名称 

 

 

                                  代表者氏名（設置者）              

 
 
 
 
 
 

事業中止（廃止）承認申請書  
 
 
      年  月  日付け    第    号で交付決定のあった岐阜県看護師特

定行為研修支援事業費補助金について、下記の理由により事業を中止（廃止）したいの

で、岐阜県補助金等交付規則第６条第３号の承認を申請します。  
 
 
                                   記  
 
 
中止（廃止）の理由  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

第５号様式（第７条関係）  
 
                                                                第   号  
                                                               年  月  日  
 
 
  岐阜県知事 様  
 
 
                                住 所 

 

                                  法人名及び事業所等の名称 

 

 

                                  代表者氏名（設置者）              
 
 
 

年度消費税等税仕入控除税額報告書  
 
 

年  月  日付け  第   号で交付決定のあった岐阜県看 護 師 特 定

行 為 研 修 支 援 事 業 費 補助金について補助金交付要綱第７条第４号の規定により下記

のとおり報告します。  
 
 
                                           記  
 
 
１ 岐阜県補助金等交付規則第１４条に基づく額の確定又は事業実績報告額  
 
                                        金           円  
 
２ 消費税等の申告により確定した消費税等仕入控除税額（要県補助金返還相当額）  
                                         

金                       円  
 
 
 
注：参考となる資料（２の金額の積算の内訳等）を添付すること。  
 

 
 
 
 
 



 
 

第６号様式（第９条関係）  
第        号  

                                                                       年  月  日  
 
 
 
 岐阜県知事  様  
                  
 
                                         住 所 

 

                                  法人名及び事業所等の名称 

 

 

                                  代表者氏名（設置者）              
 
 
 

年度岐阜県看護師特定行為研修支援事業実績報告書  
 

         年 月  日付け  第   号で交付決定のあった標記補助金に係る

事業が完了しましたので、岐阜県補助金等交付規則第１３条の規定により、下記のとおり

報告します。  
 

記 
 
１  補助金精算額  金             円  

 

２ 事業実施報告書（別紙２－（１）、別紙２－（２）、別紙２－（３）、別紙２－（４）） 

 

３ 歳入歳出決算(見込)書の抄本 

 

４ 補助対象経費の受講者への補助を証明する書類 

 

５  指定研修機関が発行する研修の修了証の写し（補助対象年度に修了した場合のみ添付） 

 

６ 代替職員の雇用経費が確認できる書類（給与等支払明細書、会計支出書類等） 

 

７ その他参考となる書類（該当がある場合のみ添付） 

 
 



 
 

 
第７号様式（第１０条関係）  
 
                                                                第    号  
                                                            年  月      日  
 
 

岐阜県知事 様  
 
 
                                住 所 

 

                                  法人名及び事業所等の名称 

 

                                  代表者氏名（設置者）              
 
                 発行責任者氏名  
 
                 発行担当者氏名  
 
                 担当者連絡先  
 

年度岐阜県看 護 師 特 定 行 為 研 修 支 援 事 業 費 補助金（概算払）交付請求書  
 
 

     年  月  日付け  第  号で補助金の額の確定（交付決定）のあった 

 年度岐阜県看 護 師 特 定 行 為 研 修 支 援 事 業 費 補助金の交付を受けたいので、下記の

とおり請求します。  
 

記 
 
補助金請求額    金           円  
 

１ 確定補助金額（交付決定額） 金          円  
 

２ 既受領済額         金          円  
 

３ 今回請求額         金          円  
 

４ 残額            金          円  
 
【振込先】  
 
 金融機関本（支）店名   
 
 口座名義人（フリガナ）  
 
 普通・当座預金の別   
 
 口座番号  


